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老人保健施設忘れな草重要事項説明書 
短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 

（令和６年４月１日現在） 

 １．事業所の概要   

（１）事業所の名称等 

施設名 老人保健施設忘れな草 

開設者 特定医療法人晴和会 理事長 木村修代 

開設年月日 平成９年８月２０日 

所在地 愛知県春日井市細野町字大久手３２４６番地３６８ 

電 話 ０５６８－９５－５００５ 

ファックス番号 ０５６８－９５－５７７０ 

施設管理者 向山 憲男 

介護保険指定番号 介護老人保健施設（２３５２５８００２７号） 

サービス提供地域 春日井市内 

通常の事業の実施区域： 

春日井市内：細野町、神屋町、坂下町、庄名町、白山町、出川町、東野町、 

明知町、西尾町、内津町、高蔵寺町、気噴町、高座町、廻間町、松本町、 

不二町、神領町、上野町、西尾町、高森台、岩成台、石尾台、押沢台、 

玉野台、玉野町、木附町、高座台、中央台、藤山台 

（２）短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の目的 

      短期入所療養介護若しくは介護予防短期入所療養介護（以下「ショートステイサービス等」という）は、

要介護状態（介護予防短期入所療養においては要支援状態）等となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療

養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 

（３）老人保健施設忘れな草（ショートステイサービス等）の運営方針 

 利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるように援助し、一日でも長く家庭での生活が継続でき

るように支援することを目的とした事業です。 

 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスに努めます。 

 明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービ

スの提供に努めます。 

 居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用

者が地域において統合的にサービス提供を受けることができるよう努めます。 

 サービスの実施にあたっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について

理解しやすいよう指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施します。 

 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者

に対し身体拘束を行いません。また、身体的拘束等の適正化を図るため、指針を整備し定期的な委員会や

研修を実施します。 
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 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者研修を実施する等

の措置を講じます。 

 実習協力機関として実習生を受け入れ、各種専門職を目指す学生の育成に貢献します。 

 利用者の個人情報保護においては、「個人情報保護法」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」（以下「法及びガイダンス」という）に則り、事業所が得た利用者の個人

情報の利用目的を本書記載の「個人情報の利用目的」のとおり定め、その他法令に即した以外の利用は原

則的に行いません。 

 サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その

他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。 

（４）施設の職員体制 

職種 

 

常勤 非常勤 夜間 業務内容 

医師 1（兼務）以上   利用者の医学的管理 

薬剤師 1以上 1以上  薬剤の調剤・管理 

看護職員 10以上 1以上 1以上 医師の指示の下での看護 

介護職員 29以上 11（兼務1）以上 4以上 介護サービスの実施 

支援相談員 2（兼務1）以上   利用者の相談業務 

理学療法士 2（兼務）以上   医師の指示の下による理学療法 

作業療法士 2（兼務）以上   医師の指示の下による作業療法 

言語聴覚士  1（兼務）以上  医師の指示の下による言語療法 

管理栄養士 1（兼務）以上   利用者の栄養管理、食事相談 

介護支援専門員 1以上   ケアプランの策定 

事務職員 4（兼務1）以上   事務一般 

調理員 業者委託   

（５）入所定員等 

・定 員：１００名 

・療養室：５５室（うち個室：１０室、２人室：４５室） 

 

２．サービス内容   

 ①短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

事業所でのショートステイサービス等は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基

づいて提供されます。この計画は、担当介護支援専門員を中心に各職種の協議によって作成されます

が、その際、利用者又はご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただ

きます。 

②医学的管理・看護 

   医師により、診療が必要と認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、適切な医療・看護を

行います。また、利用者の症状から見て当施設において必要な医療を提供することが困難と認められた場

合は、協力医療機関に診察を依頼します。 
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③食事 

   管理栄養士が立てる献立表により、栄養、身体の状態、症状、嗜好を考慮した食事を提供します。また、

食事はできるだけ離床して、食堂でお取りいただきます。 

     朝食   ７：３０より   昼食  １２：００より  夕食  １８：００より 

 ④入浴 

   一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には機械浴で対応します。入浴は、週に最低２回ご利用いただ

きます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

 ⑤排泄 

   入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄自立についても適切な援助を行います。 

⑥離床・着替え・整容など 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮いたします。 

・生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮いたします。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 

・シーツ交換は、週に１回実施いたします。 

⑦機能訓練 

   理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による利用者に適した機能訓練を行い、心身の諸機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を目指してリハビリテーション・レクリエーションを行います。 

⑧相談援助サービス 

   事業所は、利用者及びその家族からの相談について誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう

努めます。 

 ⑨理美容サービス 

  毎月第２木曜日に、申込み者に対して、理美容店の出張による理美容サービスを実施します。 

  申込みをされる場合は１階受付にある申込み用紙にご記入ください。 

  

３．協力医療機関及び他機関・施設との連携 

①協力医療機関への受診： 

 事業所では、下記の病院や歯科に協力をいただいております。利用者の病状の急変等に備えるため、

定期的に協力医療機関と緊急時の対応等を確認します。 

協力医療機関 

春日井市民病院 愛知県春日井市鷹来町１－１－１ 

名古屋徳洲会総合病院 愛知県春日井市高蔵寺町北２－５２ 

あさひが丘ホスピタル 愛知県春日井市神屋町１２９５－３１ 

協力歯科医療機関 三宅歯科クリニック 愛知県春日井市不二が丘３－５ 

②他機関への紹介： 

事業所で対応が困難な状態又は、専門的な対応が必要になった場合には、利用者の担当の居宅介護支

援事業所（介護予防支援事業所）に相談します。 

 

４．事業所利用にあたっての留意事項   

 ① 面会について 
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   面会時は必ず面会簿にご記入ください。面会時間は９：００～１７：３０となっております。 

   （新型感染症拡大等により面会時間や面会方法を変更する場合があります。） 

② 金銭管理について 

   居室内への多額の金銭・貴重品等の持ち込みは禁止いたします。金銭管理はご家族の方でお願いします。

万一紛失等がございましても事業所は責任を負いかねますのでご了承ください。 

 ③ その他の留意事項について 

・事業所では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の営利行為、宗教の勧誘、特

定の政治活動等は禁止します。 

・衛生管理上、ペットの持ち込み・飼育は禁止いたします。 

・火災防止のため、療養室内での火器の取り扱いは禁止いたします。 

 

５．守秘義務及び個人情報の保護  

①事業所では、法及びガイダンスに則り個人情報保護指針を規定します。 

②事業所は、本説明書記載の「個人情報の利用目的」の例外として、次の各号について、第三者に対

して情報提供を行います。 

（１）サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

（２）居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

（３）利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

（４）利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

（５）生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等 

（６）市町村による文書等提出等の要求への対応 

（７）厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等提示命令等への対応 

（８）都道府県知事又は市町村長による立入検査等への対応 

（９）市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 

（１０）事故発生時の市町村への連絡 

③守秘義務及び個人情報保護に関する事項は、利用終了後も同様の取扱いとし、有事の際は、個人情報保護

委員会へ報告し、利用者又は身元引受人へ通知します。 

  【事業所における「個人情報保護」に関するお問い合わせ先】 

窓 口 老人保健施設忘れな草 １階事務所 

電 話 ０５６８－９５－５００５ 

担当者 老人保健施設忘れな草 事務長 
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６．サービス内容に関する相談・苦情 

事業所では、介護サービスの質の確保及び提供したサービスに関する利用者等からの相談及び苦情に迅速

且つ適切に対応するため、下記の窓口を設置しています。お気軽にお申し付けください。 

  ①事業所における苦情の受付 

窓 口 老人保健施設忘れな草 １階事務所 

電 話 ０５６８－９５－５００５ 

担当者 老人保健施設忘れな草 支援相談員 

その他 
1階談話室に「ご意見箱」を設置しております。 

備え付けの用紙にご要望・苦情等をご記入の上、ご投函ください。 

  ②その他の苦情受付先 

   【春日井市にお住まいの方】 

窓 口 春日井市介護・高齢福祉課 

住 所 春日井市鳥居松町５丁目４４ 

電 話 ０５６８－８５－６９２１ 

   【多治見市にお住まいの方】 

窓 口 多治見市高齢福祉課 介護運営グループ 

住 所 岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地 

電 話 ０５７２－２３－５８２６ 

【その他市町にお住まいの方】 

窓 口  

住 所  

電 話  

③その他の苦情受付先 

【愛知県内にお住まいの方】 

窓 口 愛知県国民健康保険団体連合会 介護保健室内苦情相談室 

住 所 名古屋市東区泉１丁目６－５ 

電 話 ０５２－９７１－４１６５ 

  【岐阜県内にお住まいの方】 

窓 口 岐阜県国民健康保険団体連合会 介護・障害課苦情相談係 

住 所 岐阜市下奈良２－２－１ 

電 話 ０５８－２７５―９８２６ 

【その他の都道府県にお住まいの方】 

窓 口  

住 所  

電 話  

 

 ７．提供するサービスの第三者評価の実施状況  

有 ・ 無 
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８．虐待の防止措置 

  ①事業所における虐待防止措置に関する窓口 

窓 口 老人保健施設忘れな草 １階事務所 

電 話 ０５６８－９５－５００５ 

担当者 老人保健施設忘れな草 支援相談員 

   ・事業所では、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、定期的な委員会を開催し、 

従業者研修を実施する等の措置を講じます。 

②その他の虐待防止措置に関する相談先 

  ・６．サービス内容に関する相談・苦情の窓口をご参照ください。 

 

９．事故発生の防止及び発生時の対応 

  ①事業所における事故発生の防止に関する窓口 

窓 口 老人保健施設忘れな草 １階事務所 

電 話 ０５６８－９５－５００５ 

担当者 老人保健施設忘れな草 看護長 

 

１０．緊急時の連絡先  

緊急時の場合には「契約書第12条3項の緊急時及び第13条3項事故発生時の連絡先」欄にご記入い

ただいた連絡先に連絡します。 

  

１１．非常災害対策   

   ・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓 

 

１２．業務継続計画 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため

の及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定し、計画に基づき定期的な委員会

を開催し、従業者研修を実施する等の措置を講じます。 

  【事業所における「業務継続計画」に関するお問い合わせ先】 

窓 口 老人保健施設忘れな草 １階事務所 

電 話 ０５６８－９５－５００５ 

担当者 老人保健施設忘れな草 事務長 

 

１３．その他 

   パンフレットもご用意しておりますのでご請求ください。利用のご相談は支援相談員が対応しております。 
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利用者負担に関する事項 
 

介護老人保健施設のショートステイサービス等をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる

１割又は２割又は３割の自己負担分と介護保険給付対象外のサービス費用を利用料としてお支払いいただ

く２種類があります。なお、介護保険（及び介護予防）の保険給付の対象となっているサービスは、利用を

希望されるサービス（入所、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）通所リハビリテーションなど）毎

に異なります。また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険（介護予防）給付の自己負担額

は、事業所の所在する地域（地域加算）や配置している職員の数、また、加算で異なりますし、利用料も各

事業所の設定となっております。介護保険には、大きく分けて、入所をして介護保険を利用する施設サービス

と、在宅にいて種々のサービスを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっています。施設

サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所療養介護、通所リハビリテーシ

ョンは、居宅サービスであるため、原則的に利用に際しては、居宅支援サービス計画（ケアプラン）を作成した

あとでなければ、保険給付を受けることができませんので注意が必要です。また、送迎、入浴といった加算対象

のサービスも、居宅支援サービス計画に記載がないと保険給付を受けられませんので、利用を希望される場合は、

居宅支援サービス計画に記載されているかどうかをご確認ください。居宅支援サービス計画は、利用者ご本人が

作成することもできますが、居宅介護支援事業所（居宅支援サービス計画を作成する専門機関）に作成依頼する

こともできます。詳しくは、介護老人保健施設の担当者にご相談ください。 

 

（１）保険給付の自己負担額 

  短期入所療養介護費 

  
多床室 

（単位/日） 

1割負担 

（円） 

2割負担 

（円） 

3割負担 

（円） 

従来型個室 

（単位/日） 

1割負担 

（円） 

2割負担 

（円） 

3割負担 

（円） 

要介護1 830 853 1,075 2,558 753 774 1,574 2,320 

要介護2 880 904 1,808 2,712 801 823 1,646 2,468 

要介護3 944 970 1,939 2,909 864 888 1,175 2,662 

要介護4 997 1,024 2,048 3,072 918 943 1,886 2,826 

要介護5 1,052 1,081 2,161 3,242 971 998 1,995 2,992 

  介護予防短期入所療養介護費 

  
多床室 

（単位/日） 

1割負担 

（円） 

2割負担 

（円） 

3割負担 

（円） 

従来型個室 

（単位/日） 

1割負担 

（円） 

2割負担 

（円） 

3割負担 

（円） 

要支援1 613 630 1,259 1,889 579 595 1,190 1,784 

要支援2 774 795 1,590 2,385 726 746 1,492 2,237 

加算関係 

No. 項目 
単位数 

（単位/回） 

1割負担 

（円） 

2割負担 

（円） 

3割負担 

（円） 

1 夜勤職員配置加算 24 25 50 74 

2 サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 7 13 19 

3 若年性認知症利用者受入加算 120 124 247 370 
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4 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 206 411 617 

5 個別リハビリテーション実施加算 240 247 493 740 

6 

療養食加算（1日に 3回を限度） 

※医師の発行する食事せんに基づく療養食（糖尿病食、腎臓病食、

肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及び

特別な場合の検査食）を提供した場合に加算されます 

6 7 13 19 

７ 

緊急時治療管理費 

※利用者の容態が急変した等、緊急時に所定の対応を行った場合に

加算されます。 

518 532 1,064 1,596 

8 緊急短期入所受入対応加算（７日に限る） 90 93 185 278 

9 送迎加算 184/片道 189 378 567 

10 介護職員処遇改善加算（所定単位数の 3.9%相当） 

11 介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ）（所定単位数の 1.7%相当） 

※ 地域区分適用により、1単位10.27円で換算されます。 

※ 世帯の合計所得額により、1割から3割のご負担となります。 

（２）その他の料金 

居住費及び食費は、介護保険負担限度額認定（第１～３段階）を受けている場合には、認定証に記載されて

いる金額が１日当たりの料金となります。市区町村の介護保険担当の窓口にて申請が必要です。 

居住費 【多床室】３７０円 【個 室】１，６６８円 ※１日あたり 

  【多床室】 

第１段階 
・生活保護受給者の方 

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方 
1日 0円 

第２段階 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合

計が８０万円以下の方 
1日370円 

第３段階 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、利用者負担 2段階以外の方（課税年

金収入が８０万超２６６万円未満の方等） 
1日370円 

  【従来型個室】 

第１段階 
・生活保護受給者の方 

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方 
1日490円 

第２段階 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額の合

計が８０万円以下の方 
1日490円 

第３段階 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、利用者負担 2段階以外の方（課税年

金収入が８０万超２６６万円未満の方等） 
1日 1,310円 

食費１，６００円 ※１日あたり 【朝食】３００円【昼食】７００円【夕食】６００円 ※１食あたり 

第１段階 
・生活保護受給者の方 

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方 
1日300円 

第２段階 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入額と合計所得金額

の合計が８０万円以下の方 
1日600円 
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第３段階① 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、利用者負担第２段階以外の方（課

税年金収入が８０万超１２０万円以下の方） 
1日1,000円 

第３段階② 
・世帯全員が市町村民税非課税の方で、利用者負担第２段階以外の方（課

税年金収入１２０万円超の方） 
1日1,300円 

その他介護保険給付対象外サービス費用 

電気利用料金 個人で電気製品を使用される場合 ※1コンセントにつき 1日50円 

電話代 サービスステーション内にある電話を使用される場合 実費 

CSセット代 業者より直接請求（案内参照）  

 

（３）お支払方法 

   お支払いについては、毎月月末締めで、翌月の２０日に請求書を発行し、契約書にご記入していただいた

住所宛てに郵送します。お支払い方法は下記の３方法がございます。契約時にお選びください。 

      ・窓口払い・・・届いた請求書を持参していただき、１階事務所窓口にて、毎月３０日まで     

にお支払いください。  

   ・振 込 み・・・請求書に記載してある大垣共立銀行の口座番号に、毎月３０日までにお振込みください。 

    ・引き落とし・・・ご指定の銀行口座から毎月２８日に引き落としとなります。口座引き落と   

しを希望される場合は事前の手続きが必要ですので、契約時にご案内致します。また、

手続きが完了するまでに２～３ヶ月かかりますのでご了承ください。 

（４）サービス料金一覧 

サービス料金一覧は別紙のとおりです。事業所ホームページにも掲載しております。 

 



10 

 

 
個人情報の利用目的 

 

介護老人保健施設忘れな草では、利用者及びご家族の尊厳を守り安全に配慮する事業所理念の下、お預かりし

ている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護・医療サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔事業所内部での利用目的〕 

   ・事業所が利用者等に提供する介護・医療サービス 

   ・介護保険事務 

   ・介護サービスの利用者に係る事業所の管理運営業務のうち 

    －入退所等の管理 

    －会計・経理 

    －事故等の報告 

    －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

   ・事業所が利用者等に提供する介護・医療サービスのうち 

    －協力医療機関及び協力歯科医療機関、他医療機関及び薬局等との連携、照会への回答 

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者、居宅介護支援事業所等との連携（サービ

ス担当者会議等）、照会への回答 

    －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

    －検体検査業務の委託その他の業務委託 

    －家族等への心身の状況説明 

   ・介護保険事務のうち 

    －保険事務の委託 

    －審査支払機関へのレセプトの提出 

    －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

   ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔事業所の内部での利用に係る利用目的〕 

   ・事業所の管理運営業務のうち 

    －介護・医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

    －介護・医療サービスや業務の維持・改善のための職員研修 

    －事業所において行われる学生の実習への協力 

    －事業所において行われる観察研究や事例研究 

 〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

   ・事業所の管理運営業務のうち  

    －外部監査機関への情報提供、外部機関による施設評価 

    －既存試料・情報を用いた臨床研究を伴う学会発表、論文・出版物投稿
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私は、    年    月    日に下記説明者より重要事項について説明を受け、内容について同意の

上「重要事項説明書（令和６年４月１日現在）」の交付を受けました。 

 

事

業

者 

所 在 地 愛知県春日井市細野町字大久手3264番地368 

施 設 名 称 特定医療法人晴和会 老人保健施設忘れな草 

施 設 管 理 者 向山 憲男 

説 明 者 氏 名  

 

〈利用者〉 

住 所 

氏 名                

 

〈利用者の身元保証人・署名代筆者〉 

住 所 

氏 名                

（利用者との関係          ） 

 

 

サービス提供開始予定年月日      年     月     日 

注）本重要事項説明書の内容説明に基づき契約を締結し、新たに利用を申し込みした場合は以下に記入のこと。 

【契約書第8条の請求書・明細書及び領収書の発送先】 

氏  名 （利用者との関係       ） 

住  所 
 

電話番号 
 

 

【契約書第12条3項の緊急時及び第13条3項事故発生時の連絡先】※同上の場合は記入しない 

氏  名 （利用者との関係       ） 

住  所 
 

電話番号 
 

 


